
【
配
食
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
】

　
一
人
暮
ら
し
高
齢
者
等
に
、
昼
食
を
配
達

す
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
募
集
し
ま
す
。
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
活
動
日　

毎
週
火
曜
日
ま
た
は
金
曜
日

（
午
前
11
時
頃
か
ら
）

●
申
込
締
切　
５
月
2４
日
（
金
）

◆
ガ
ソ
リ
ン
代
支
給
（
３７
円
／
㎞
）

【
環
境
美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集
】

　
き
れ
い
な
住
み
良
い
ま
ち
づ
く
り
に
町
民

の
皆
様
が
参
加
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る

た
め
、
環
境
美
化
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
登

録
し
て
く
だ
さ
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

　
個
人
、
団
体
は
問
い
ま
せ
ん
の
で
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
を
始
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
方

は
、
ぜ
ひ
登
録
し
て
く
だ
さ
い
。
登
録
い
た

だ
き
ま
す
と
、
活
動
に
必
要
な
物
品
等
の
貸

与
ま
た
は
支
給
を
行
い
ま
す
。

　
第
１
回
目
と
し
て
、
次
の
通
り
環
境
美
化

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
実
施
し
、
道
路
の
ご

み
拾
い
を
行
い
ま
す
。

●
６
月
２
日
（
日
）
午
前
６
時
～

●
集
合
場
所　
ヤ
マ
ザ
ワ
中
山
店

●
活
動
場
所　
国
道
１
１
２
号
線

●
申
込
締
切　
５
月
2７
日
（
月
）

※
万
が
一
に
備
え
た
保
険
も
適
用
さ
れ
ま
す
。

社
会
福
祉
協
議
会
か
ら

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

町
社
会
福
祉
協
議
会（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２

−

４
３
６
１

●

●

● 

募
集
・
案
内 

●
●
●

ム
ク
ド
リ
・
カ
ラ
ス
等
の

一
斉
駆
除
が
実
施
さ
れ
ま
す

※
お
問
い
合
わ
せ
先

山
形
市
役
所
農
政
課

　
　
☎
６
４
１

−

１
２
１
２（
内
線
４
３
５
）

山
形
農
業
協
同
組
合
農
業
振
興
課

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
２
４

−

８
５
６
２

　
ム
ク
ド
リ
・
カ
ラ
ス
等
に
よ
る
果
樹
の
被

害
防
止
の
た
め
、
猟
銃
に
よ
る
一
斉
駆
除
が

実
施
さ
れ
ま
す
。
期
間
中
、
駆
除
地
域
に
は

近
づ
か
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

●
期
間　
５
月
2５
日
～
６
月
22
日
の
土
曜
日

●
時
間　
午
前
５
時
～
７
時

●
駆
除
地
域（
予
定
）　
高
瀬
、山
寺
、大
郷
、

大
曽
根
地
区

に
こ
に
こ
相
談
を
実
施
し
ま
す

※
お
申
込
み
・
お
問
い
合
わ
せ
先

教
育
課
学
校
教
育
Ｇ

　
　
　
　
　
　
　
　
☎
６
６
２

−

５
４
８
４

県
教
育
セ
ン
タ
ー
（
発
達
相
談
受
付
専
用
）

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
６
５
４

−

６
０
６
０

●
対
象　
障
が
い
の
あ
る
、
ま
た
は
そ
の
心

配
の
あ
る
子
ど
も
と
保
護
者

●
内
容　
障
が
い
や
発
達
、
家
庭
に
お
け
る

養
育
、
就
学
に
関
す
る
こ
と
な
ど
、
総
合

的
な
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

●
相
談
費
用　
無
料

【
山
形
会
場
】
※
〔　
〕
内
は
申
込
締
切
。

●
会
場　
県
立
山
形
聾
学
校

　
　
　
　
　
　
　
（
☎
６
８
８

−

２
３
１
６
）

　
第
１
回
…
６
月
19
日
（
水
）〔
６
月
５
日
〕

　
第
２
回
…
７
月
３1
日
（
水
）〔
７
月
1０
日
〕

　
第
３
回
…
1０
月
2３
日
（
水
）〔
1０
月
９
日
〕

　
第
４
回
…
１
月
28
日
（
火
）〔
１
月
1４
日
〕

【
寒
河
江
会
場
】　
※〔　
〕
内
は
申
込
締
切
。

●
会
場　
村
山
総
合
支
庁
西
庁
舎
西
棟

　
　
　
　
（
☎
０
２
３
７

−

8６

−

８
１
６
６
）

　
第
１
回
…
６
月
12
日
（
水
）〔
５
月
29
日
〕

　
第
２
回
…
７
月
2３
日
（
火
）〔
７
月
２
日
〕

　
第
３
回
…
1０
月
2４
日
（
木
）〔
1０
月
1０
日
〕

　
第
４
回
…
１
月
22
日
（
水
）〔
１
月
８
日
〕

◆
第
２
回
目
（
就
学
に
つ
い
て
の
相
談
）
は

教
育
課
学
校
教
育
Ｇ
へ
、
そ
れ
以
外
は
県

教
育
セ
ン
タ
ー
へ
お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

　●日時　５月25日（土）
　　　　　　午前10時30分～11時15分
　●場所　ながさき幼稚園
　●内容　お友だちになろう

※お問い合わせ先
 ながさき幼稚園　☎６６２-２３４５

ながさき幼稚園からながさき幼稚園から
　ながさき幼稚園では子育てひろばを開催
し、未就園児を対象に年間を通して楽しい遊
びをしています。お気軽にご参加ください。

ひまわりグラウンド・ゴルフ場
予約状況【5月15日～6月14日（4/30現在）】

●全６コースのうち、上記のコースが大会などで独占して
　使用されますので、一般の方の使用ができません。
●独占使用の申請受付は、使用日の１か月前で終了します。
 　※ご予約・お問い合わせ先
　 　総合体育館　☎６６２-２３００

５/21（火）

期　日 使用コース 時　間　帯

６/３（月）
６/１（土）

Ｅ・Ｆコース

Ａコース

８:00～17:00

８:30～17:00

Ａ・Ｂコース

８:30～16:00

「花笠まつり」で踊ってみませんか？

●期　日　８月５日～７日のいずれか（未定）
●集　合　午後３時頃（中央公民館）
●解　散　午後９時頃（中央公民館）
●対　象　小学生～高校生の方と、その保護者および
　　　　　一般希望者
●参加費　無料（ただしバス代は負担金あり）
●練　習　６～７月に5回程度
●その他　
・中央公民館～会場間はバスが出ます。
 （ご自宅～中央公民館は各自）
・小学生は実行委員会が準備するハッピで参加予定。
　ゆかたで参加希望の中高生、保護者はゆかたと草履
　が必要。
・花笠隊のサポートボランティアも募集中。
・踊りは正調花笠踊り。
・詳細が決定次第、申込者に通知。
●申込期限　6月15日（土）
※お問い合わせ先
　わくわくフェスティバル実行委員会
　　　　　　（中山町伝統文化合同発表会）
　工藤トシ子　☎６６２－２２０６

☆夕方や夜間にかけては夜光反射材を活用しましょう

交通事故防止のポイント

見えているつもりでも薄暗がりにご用心！
●買い物は明るいうちに済ませる
●車の速さ・車との距離の見きわめを慎重に
●車・自転車のライトは早めに点灯する

５/29（水） ８:30～12:00Ｃコース

５/19（日）
Ａ・Ｂ・Ｃコース

13:00～16:00

　わくわくフェスティバル実行委員会では、
８月に開催される「山形花笠まつり」に今年
も「わくわく花笠隊」として参加を予定して
おり、町民の方の参加者を募集しています。

Ａ・Ｂ・Ｃコース ８:30～17:00

６/４（火） Ａコース ８:30～16:00

Ｃコース

Ａ・Ｂコース
Ａ・Ｂ・Ｃコース ８:30～16:00

８:30～16:00

９:00～13:00６/９（日）
６/９（日）

６/11（火）
６/14（金）

わくわく花笠隊参加者募集わくわく花笠隊参加者募集わくわく花笠隊参加者募集

国民健康保険の加入 ・    脱退手続きをお忘れなく！
●国民健康保険に加入するとき
　退職等によって社会保険等の医療保険を脱退したときは、無保険状態とならないよう、町（住所地）
の国民健康保険に加入する必要があります（任意継続社会保険に加入した場合や、切れ目なくご家族
の社会保険の被扶養者になった場合を除く）。
　国民健康保険の加入届出は、社会保険等を脱退した日から14日以内にお願いします。
　＜届出に必要なもの＞・社会保険資格喪失連絡票（退職した事業所で発行）・世帯主の印かん　
　　　　　　　　　　　・厚生年金等証書（厚生年金等受給資格がある60～64歳の方のみ）
　◆国民健康保険の加入届出が遅れた場合であっても、社会保険等を脱退した日に遡っての加入とな
　　ります。過去分の国民健康保険税が一度に課せられることになりますので、期限内の届出を忘れ
　　ないよう、ご注意ください。
●国民健康保険から脱退するとき
　町の国民健康保険に加入していた方が、就労や被扶養者認定で社会保険等に加入した場合、国民健
康保険の脱退手続きが必要となります（お勤め先等がこの手続きを行うことはありません）。
　社会保険等の新しい保険証がお手元に届いたら、14日以内に国民健康保険の脱退手続きをお願いし
ます。
　＜届出に必要なもの＞・社会保険等の保険証　・国保の保険証　・世帯主の印かん
　◆国保脱退の届出を忘れると、支払う必要のない国民健康保険税が世帯主に課税され続け、医療保
　　険料の二重払い状態になります（手続き後に精算）。
　◆国保加入者が75歳になったことにより後期高齢者医療に加入した場合は、国保脱退の届出は必要
　　ありません。

※届出先・お問い合わせ先  住民税務課住民Ｇ（役場１階③番窓口）  ☎６６２-２１１３

夕方 夜
しっかり安全確認！
●歩行者・自転車の早期発見に努める
●交差点では右・左折車に注意する
●自転車は必ずライトをつける

　山形駅北側の城南跨線橋を含む区間で道路工事を実施し
ます。期間中は、終日、車線の減少等の交通規制を行いま
すので、混雑時には他の道路を迂回するなど、皆様のご理
解とご協力をお願いします。
●工事の内容　橋梁の補修
　　　　　　　無散水消雪設備の補修（車道・階段） 
●工事期間　　５月14日～11月末まで（予定）
●交通規制の内容　終日、車線減少（４車線→２車線）

※お問い合わせ先
 村山総合支庁道路課　☎６２１-８２１５

城南跨線橋（山形市）の補修工事について城南跨線橋（山形市）の補修工事について
【県からのお知らせ】
城南跨線橋（山形市）の補修工事について
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